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第6章 計画の評価・見直し 

第 6章から第 9 章はデータヘルス計画策定の手引きに沿った運用とします。 

1 評価の時期 

（1） 個別事業計画の評価・見直し 

個別の保健事業の評価は年度ごとに行うことを基本として、計画策定時に設定した保健事

業ごとの評価指標に基づき、事業の効果や目標の達成状況を確認します。目標の達成状況が

想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適切であったか等を確認の上、目

標を達成できなかった原因や事業の必要性等を検討して、次年度の保健事業の実施やデータ

ヘルス計画の見直しに反映させます。 

（2） データヘルス計画の評価・見直し 

設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、中間時点等計画期間の途中で進

捗確認及び中間評価を実施します。また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の

策定を円滑に行うため、当該最終年度の上半期に仮評価を行います。 

 

2 評価方法・体制 

計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウ

トカム（成果）指標を中心とした評価指標による評価を行います。評価に当たっては、本町

における保健事業の評価を後期高齢者広域連合と連携して行うなど、必要に応じ他の保険者

等との連携・協力体制を整備します。 

 

第7章 計画の公表・周知 

本計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知り得るべきものとすることが重要であ

り、国指針において公表するものとされています。具体的には、町ホームページや広報紙を

通じた周知のほか、群馬県、国保連、保健医療関係者経由で医療機関等に周知し、配布しま

す。また、これらの公表・配布に当たっては、被保険者、保健医療関係者の理解を促進する

ため、計画の要旨等をまとめた概要版を策定し併せて公表します。 

 

第8章 個人情報の取扱い 

本計画の保険事業の実施及び評価で使用する医療・健康情報等のデータの取り扱いについ

ては、個人情報の保護に十分配慮し、個人情報の保護に基づく法律（平成 15 年法律第 57

号。以下「個人情報保護法」という。）及びこれ基づくガイドライン、大泉町個人情報の保

護に関する法律施行条例や町の情報セキュリティ基本方針等を踏まえ、庁内等での利用、外

部委託事業者への業務委託等の各場面で、その保有する個人情報の適切な取り扱いが確保さ

せるよう措置を講じます。 

 


